
　クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第７条第１項の規定によりクリーニ
ング師試験を次のとおり行います。

１　試験の日時
　(1)　学説試験及び技能試験の筆記試験は、令和８年（2026年）10月27日（火）
　　 午前10時から始まりますが、試験に当たっての説明等を事前に行いますので、
　   15分前までにお集まりください。
   (2)  技能試験の実技試験は、同じ日の午後に行います。
　　　 待ち時間を短くするため、受験者を複数のグループに分けて実施します。
　　　 試験開始時刻等については、試験通知書により別に通知します。

２　試験の場所等
      学説試験及び技能試験
　　北海道第二水産ビル　４階　４S会議室
　　札幌市中央区北３条西７丁目１

３　試験科目
　(1)　学説試験（筆記試験）
　　ア　 衛生法規に関する知識
　　イ　 公衆衛生に関する知識
　　ウ　 洗濯物の処理に関する知識
　(2)　技能試験
　　ア　 洗濯物の処理に関する技能（筆記試験）
　　イ 　ワイシャツのアイロン仕上げ（試験時間５分間）
         ※使用するワイシャツは本カフス仕上げ対応のワイシャツではありません。
         ※たたんだ状態まで仕上げるものとします。
　　ウ　 繊維の実物鑑別

４　受験資格
　　次のいずれかに該当する者であること。
　(1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第57条に規定する者
　(2) 旧国民学校令（昭和16年勅令第148号）による国民学校の高等科を修了した者
　(3) 旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）による中等学校の2年の課程を終わった者
　(4) クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令（昭和30年厚生省令第21号）
　　附則第2項に規定する者

５　受験願書受付・提出先
　　受験願書の受付は、令和８年（2026年）７月10日（金）から同年８月７日（金）
　までです。
　　なお、郵送等の場合は、８月７日（金）の通信日付印があるものまでが有効です。
　　提出先は、次のとおりです。
　ア　札幌市、旭川市､函館市及び小樽市に住所がある方は、その市の保健所
　イ　アを除く道内に住所がある方は、最寄りの各総合振興局（振興局）保健環境部保健
　　行政室、各地域保健室又は地域保健支所
　ウ　道外に住所がある方は、〒060-8588 北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課

６　受験手数料
　　受験手数料は、10,400円です。これに相当する額を北海道収入証紙を受験願書に
　貼付してください。

（裏面に続きます）



７　添付書類
　　受験願書には、次の書類を添付してください。
  (1) 履歴書（任意様式も可）
  (2) 写真（出願前６月以内に脱帽して上半身を正面から撮影した縦4.5㎝×横3.5㎝の
　　大きさのもので、その裏面に氏名、生年月日及び撮影年月日を記載したもの）
  (3) 受験資格を証する書類（中学校、高等学校、高等専門学校、大学（短大を含む）
　　のいずれかの卒業証明書又は受付機関の原本証明のある卒業証書の写し）
　　　郵送により申し込む方で、卒業証書の写しを提出書類とする方は、卒業証書（原本）
　　のほか、返信用封筒（卒業証書返送用・切手貼付）も併せて送付してください。
　　　なお、受験資格を証する書類と現在の氏名が異なる方は、戸籍謄本又は抄本１通
　　を添付してください。

８　合格発表の日時及び場所等
 (1)  日　時
　　　令和８年（2026年）11月26日（木）午前10時
 (2)  場　所
　　　合格者の受験番号を北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課並びに各総合振興局
　　（振興局）保健環境部保健行政室、各地域保健室及び各保健所設置市保健所に掲示
　　 するとともに、食品衛生課のホームページでも掲示します。
　　　合格発表後、合否にかかわらず受験者全員に試験結果通知書を送付します。

９　その他
 (1)  受験願書の受付後は、提出書類及び受験手数料の返還は行いません。
 (2)  試験当日受験者が準備する携行品は、筆記用具及び試験通知書です。携帯電話等は
　　電源を切りカバン等にしまっていただきます。
　　　なお、10月17日（土）までに試験通知書が到着しない場合は、北海道保健福祉部
　　健康安全局食品衛生課企画調整係（電話011-204-5260）にお問い合わせください。
 (3)　試験結果については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
　　第69条第２項第１号の規定に基づき、情報提供を求めることができます。
　　ア　情報提供を求めることができる期間
　　　　合格発表の日から１か月間です。
　　イ　情報提供を求めることができる場所
　　　①　北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
　　　②　各総合振興局（振興局）保健環境部保健行政室及び各地域保健室
　　ウ　提供の方法
　　　　閲覧のみです。
　　エ　情報提供を求める際に必要な書類
　　　①　受験者本人の場合
　　　　　運転免許証、個人番号カード、国民年金手帳、旅券など本人を確認できるもの
　　　②　法定代理人又は任意代理人の場合
　　　　　法定代理人又は任意代理人に係る①の書類及び法定代理人は戸籍謄本、任意代
　　　　　理人は委任状（任意様式）など、受験者本人の代理人であることが確認できる
　　　　　書類
 (4)　受験願書のオンライン申請が可能です。

　　　なお、オンライン申請が可能な方は、札幌市、旭川市､函館市及び小樽市以外に
　　住所がある方となります。
　　　オンライン申請についての問い合わせは、下記の北海道保健福祉部健康安全局
　　食品衛生課企画調整係へお願いします。

10　試験に関する問い合わせ先
 (1)  札幌市、旭川市､函館市及び小樽市の各保健所
 (2)  最寄りの各総合振興局(振興局)保健環境部保健行政室及び各地域保健室
 (3)  北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課企画調整係
　　（電話番号　011ｰ204ｰ5260）


